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�愛媛県告示第３５７号
愛媛県における感染症の予防のための施策の実施に関する計画

（愛媛県感染症予防計画）を次のとおり変更した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次のとおり」は、省略し、変更後の愛媛県感染症予防計画の

計画書は、健康増進課及び各保健所に備え置いて一般の縦覧に供す

る。）

�愛媛県告示第３５６号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

庁内ＬＡＮサーバシステム
用機器の借入れ 一式

愛媛県企画振興部地域
振興局情報政策課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２４年２月２３日
西日本電信電話株式会社
愛媛支店
愛媛県松山市一番町四丁
目３番

１２，０１２，０００円
（月額）

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社やよい 通所介護はあと 愛媛県東温市田窪２０５７番地４ 平成２４年２月１日 通所介護

社会福祉法人愛美会 ケアハウス虹の里 愛媛県四国中央市上分町乙８－７３ 平成２４年２月１日 特定施設入居者生
活介護

毎週（火・金）曜日発行 第２３５３号 平成２４年３月２３日

平成２４年３月２３日金曜日 第２３５３号

愛 媛 県 報

２１３
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�愛媛県告示第３５９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社元禄 デイサービスねぶの花 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目１番
地４ 平成２４年２月１３日 通所介護

株式会社縁 デイサービス縁 愛媛県宇和島市三間町迫目１０５６番地 平成２４年２月２０日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社早蕨 居宅介護支援事業所さわらび 愛媛県八幡浜市日土町１番耕地２５６番
地 平成２４年２月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社やよい 通所介護はあと 愛媛県東温市田窪２０５７番地４ 平成２４年２月１日 介護予防通所介護

社会福祉法人愛美会 ケアハウス虹の里 愛媛県四国中央市上分町乙８－７３ 平成２４年２月１日 介護予防特定施設
入居者生活介護

株式会社元禄 デイサービスねぶの花 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目１番
地４ 平成２４年２月１３日 介護予防通所介護

株式会社縁 デイサービス縁 愛媛県宇和島市三間町迫目１０５６番地 平成２４年２月２０日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人辻井循環器科内科 通所介護はあと 愛媛県東温市田窪２０３０番地 平成２４年１月３１日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

フランスベッド株式会社 フランスベッド株式会社松山居宅介護
支援事業所 愛媛県松山市和泉北一丁目５番２０号 平成２４年１月３１日 居宅介護支援

ありか合資会社 ありか居宅介護支援事業所 愛媛県松山市久万ノ台１１９５－７サング
レース久万ノ台７０２号 平成２４年２月１日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号

２１４
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�愛媛県告示第３６４号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定

に基づき、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、馬

伝染性貧血、家きんサルモネラ感染症等の検査を次のとおり実施す

る。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の目的

ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、馬伝染性

貧血、家きんサルモネラ感染症等の発生の状況及び動向を把握し、

その発生を予防するため

２ 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲並びに実施

する区域

� 牛のブルセラ病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

２ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛の結核病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌牛及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の牛

伊予市、西予市（野村町、

城川町に限る）

２ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

３ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛のヨーネ病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌牛及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の牛

四国中央市、新居浜市、

越智郡、今治市（旧越智

郡に限る）、松山市（旧

北条市のみ）、宇和島市、

南宇和郡

２ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

３ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛の伝達性海綿状脳症

実施の対象となる牛の死体の範囲 実施する区域

月齢又は推定月齢が満２４ヶ月齢以上で死

亡した牛の死体のうち、牛海綿状脳症対策

特別措置法第６条第１項に基づく届出の対

象となるもの。ただし、同法同条第２項た

だし書きに該当するものを除く。

県下一円

� 馬伝染性貧血

実施の対象となる馬の範囲 実施する区域

１ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄馬

２ 競馬法（昭和２３年法律第１５８号）によ

る競馬に出場する馬

３ その他知事の指定する馬

県下一円

� 家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）

実施の対象となる鶏の範囲 実施する区域

人工ふ化の用に供し、又は供する目的で

飼育している鶏
県下一円

� 知事の指定するその他の疾病

実施の対象となる家畜又は
その死体の範囲 実施する区域

知事の指定する家畜 県下一円

３ 実施の期日

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

４ 検査の方法

� ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、馬伝染

性貧血

家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林水産省令第３５号）

に定める方法で行う。

�愛媛県告示第３６３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人辻井循環器科内科 通所介護はあと 愛媛県東温市田窪２０３０番地 平成２４年１月３１日 介護予防通所介護

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号

２１５



� 家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）

急速凝集反応法

� 知事の指定するその他の疾病

知事の指定する方法

�������
�愛媛県告示第３６５号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第６条第１項の規定

に基づき、流行性脳炎の発生予防のための注射を次のとおり実施す

る。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の対象となる豚の範囲及び実施する区域

実施の対象となる豚の範囲 実施する区域

１ 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌豚

２ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄豚

県下一円

２ 実施の期日

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

３ 注射の方法

ワクチン接種法

�������
�愛媛県告示第３６６号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林予定森林の所在場所

新居浜市別子山字瓜生野乙２８２、乙２８３

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字瓜生野乙２８２・乙２８３（以上２筆について次の図に示す

部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町中津字久主３０８０、３０８５、３０８６、３０８９、３０

９５から３０９８まで、３１１２、３１１３、３１１７

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字久主３０８５・３０８６・３０８９・３０９５・３１１３・３１１７（以上６筆

について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町窪野５７０８、５７０９の１、５７０９の２、５７１２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町窪野５７０８・５７０９の１（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

松山市窪野町乙１１３、乙１１５の１４、乙１１６の３から乙１１６の５ま

で

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

窪野町乙１１３・乙１１５の１４・乙１１６の４（以上３筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び限度

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

東温市南方字西大谷２９７７の５、２９７７の９、字東大谷２９９１の２２、

２９９１の２７、２９９１の２９

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字西大谷２９７７の５・２９７７の９・字東大谷２９９１の２２・２９９１

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号
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の２７（以上４筆において次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

伊予市上唐川字下田甲１０５の１、字上田甲１０６、字下甲１６５、

字鹿鳴乙１４１の１、乙１４１の３、乙１４３の１、字猿林乙２２３、乙２２

７、乙２３０、乙２３１、乙２３３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字下田甲１０５の１・字下甲１６５・字鹿鳴乙１４１の３・乙１４３

の１・字猿林乙２２３・乙２２７・乙２３０・乙２３１・乙２３３（以上

９筆について次の図に示す部分に限る。）、字上田甲１０６

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び限度

次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡松野町大字奥野川１５２７、１５３４の１、１５３４の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字奥野川１５２７・１５３４の１・１５３４の２（以上３筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び町役場に備え置いて縦覧に供

する。）

�������
�愛媛県告示第３６７号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２４年２月愛媛県

告示第２０１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字北川
１２１９

兵庫県尼崎市立花町四丁目１０
番２５号
堀 江 和 美

森林所有者

北宇和郡鬼北町大字北川
１３６３

北宇和郡広見町大字奈良２０５
番戸
井 谷 喜久馬

〃

北宇和郡鬼北町大字奈良
２１３

香川県高松市太田下町２３２８番
地１
武 田 正 夫

〃

北宇和郡鬼北町大字奈良
２１４の１、２１７の２、２１８

宇和島市並松二丁目３番２号
近代産業株式会社 〃

北宇和郡鬼北町大字奈良
２３２

北宇和郡広見町大字奈良４番
耕地７０５番地
山 本 定

〃

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３６８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２４年３月２３日から４月５日まで

�������
�愛媛県告示第３６９号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び町

役場において縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

大込

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱４号までを順次

結んだ線及び標柱４号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号
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市 町 地 番 標 柱

喜多郡内子町 臼杵 ３６７９番 １号

３６５５番 ２号

３６５３番 ３号

３６６３番 ４号

�������
�愛媛県告示第３７０号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び市

役所において縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

松渓Ｄ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１３号までを順次

結んだ線及び標柱１３号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

西予市 野村町松渓 １号９０８番 １号

１号９０６番 ２号

１号９５３番 ３号

１号９６１番 ４号

１号９５８番 ５号

１号９５８番 ６号

１号９８６番 ７号

１号９５９番 ８号

１号９５９番 ９号

１号９７５番 １０号

１号９６６番 １１号

１号９４５番 １２号

１号９０８番 １３号

�������
�愛媛県告示第３７１号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

平浦Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１３号までを順次

結んだ線、標柱１３号から標柱１４号及び標柱１４号から標柱１号を市道

平浦本線北側官民境界線で結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

宇和島市 平浦 １０３０番 １号

１０２８番 ２号

１０２４番２ ３号

１０２４番１ ４号

１０１３番 ５号

１００３番２ ６号

９９１番１ ７号

９９１番１ ８号

９８９番１ ９号

９８９番１ １０号

９７２番 １１号

９７７番７ １２号

９７７番７ １３号

９９７番 １４号

�������
�愛媛県告示第３７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

宇和都市計画道路
３・４・１ 一ノ瀬下宇和線

西予都市計画道路
３・４・１ 一ノ瀬下宇和線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第３７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

宇和都市計画道路
３・４・２ 田之筋線

西予都市計画道路
３・５・２ 田之筋線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第３７４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

都市計画の種類及び名称

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号
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変 更 前 変 更 後

宇和都市計画道路
３・５・３ 駅前通り線

西予都市計画道路
３・５・３ 駅前通り線

�������
�愛媛県告示第３７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

宇和都市計画道路
３・６・４ 馬場別所線

西予都市計画道路
３・６・４ 馬場別所線

�������
�愛媛県告示第３７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

野村都市計画道路
�・３・１ 中村緑ヶ丘線

西予都市計画道路
３・５・５ 中村緑ヶ丘線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市野村町野村

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第３７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

野村都市計画道路
�・小・１ 上野清瀬線

西予都市計画道路
３・６・６ 清瀬線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市野村町野村

� 削除する部分 西予市野村町野村

�������
�愛媛県告示第３７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

三瓶都市計画道路
�・３・１ 朝立屋敷線

西予都市計画道路
３・５・７ 朝立屋敷線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第３７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

三瓶都市計画道路
�・３・２ 朝立津布理線

西予都市計画道路
３・６・８ 朝立津布理線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市三瓶町津布理

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第３８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

三瓶都市計画道路
�・３・３ 朝立海岸線

西予都市計画道路
３・６・９ 朝立海岸線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市三瓶町朝立

� 削除する部分 西予市三瓶町朝立

�������
�愛媛県告示第３８１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号

２１９
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変 更 前 変 更 後

三瓶都市計画道路
�・小・４ 安土有網代線

西予都市計画道路
３・６・１０ 朝立有網代線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市三瓶町朝立

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第３８２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

三瓶都市計画道路 �・小・３ 俵津三瓶線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 西予市三瓶町朝立及び津布理

�������
�愛媛県告示第３８３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画下水道事業今治公共下水道（今治市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和２７年４月２日から

平成３０年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第３８４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画下水道事業北部公共下水道（今治市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和６１年１２月２６日から

平成３０年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第３８５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、八幡浜都市計画下水道事業八幡浜公共下水道（八幡浜市施行）

の事業計画の変更を次のように認可した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和３２年４月１日から

平成３０年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第３８６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、新居浜都市計画下水道事業新居浜公共下水道（新居浜市施行）

の事業計画の変更を次のように認可した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和３５年３月９日から

平成３０年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�愛媛県告示第３８７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第４８１１号 平成１９年
８月２４日 カミ鉄工� 井川 和永 四国中央市川之江町２３６

－１
平成２４年
２月６日 消防施設工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２１）第１５６９６号 平成２２年
２月１４日 石川組 石川 博文 四国中央市妻鳥町２６６９－

１
平成２４年
２月７日

土木工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号

２２０
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�愛媛県告示第３８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

（般－１８）第１３６４２号 平成１９年
１月３１日 �コモダ電子計測 薦田 光雄 新居浜市中筋町２－５－

５
平成２４年
２月１６日 電気工事業 建設業の廃止

（特－２２）第９００１号 平成２３年
１月１０日 広陽工業� 大塚 励一 新居浜市多喜浜６－７－

２９
平成２４年
２月２４日

土木工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業

建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番８から

同字３４４番１２まで

旧 １０．０～３４．０ ０．０６０

新 １０．０～３６．４ ０．０６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番８から

同字３４４番１２まで
平成２４年３月２３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
西条市北条１６４９番４から

同市周布３３２番７地先まで
平成２４年３月２３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市上徳甲３９４番１１から

同市上徳乙２８８番６まで
平成２４年３月２３日

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号

２２１



公安委員会規則

�愛媛県告示第３９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公安委員会規則第３号
愛媛県道路交通規則及び取消処分者講習の実施に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月２３日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

愛媛県道路交通規則及び取消処分者講習の実施に関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第１条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公安委員会にする申請等）

第１条 道 路 交 通 法（昭 和３５年 法 律 第１０５号。以 下「法」と い

う。）、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。以下「令」

という。）、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以

下「施行規則」という。）及びこの規則の規定により愛媛県公安

委員会（以下「公安委員会」という。）に申請、届出その他の手

続をしようとする者は、次に掲げるもの及び別に定めがあるもの

を除き、その者の住所地を管轄する警察署（法第９４条第２項に規

定する免許証の再交付の申請については、その者の住所地を管轄

する警察署（松山東警察署、松山西警察署、松山南警察署及び伊

予警察署（以下「松山東警察署等」という。）を除く。）、新居

浜警察署、今治警察署、八幡浜警察署又は宇和島警察署）を経由

することができる。ただし、法第８９条第１項に規定する免許の申

請（法第９７条の２第１項又は第３項の規定により法第９７条第１項

第２号及び第３号に規定する運転免許試験が免除されるものに限

る。）、法第９４条第２項に規定する免許証の再交付の申請、法第

１０１条第１項に規定する免許証の更新申請書の提出、法第１０１条の

２第１項に規定する更新期間前における免許証の更新の申請、法

第１０４条の４第１項に規定する免許の取消しの申請、同条第５項

に規定する運転経歴証明書の交付申請、法第１０７条第１項に規定

する免許証の返納、施行規則第１８条の５に規定する限定解除審査

の申請、施行規則第３０条の１２第１項に規定する運転経歴証明書の

記載事項の変更の届出、施行規則第３０条の１３第１項に規定する運

転経歴証明書の再交付の申請及び施行規則第３０条の１４に規定する

運転経歴証明書の返納にあっては、喜多郡内子町に住所地を有す

る者は大洲警察署内子交番を、西予市野村町又は同市城川町に住

所地を有する者は西予警察署野村交番を、北宇和郡松野町又は同

郡鬼北町に住所地を有する者は宇和島警察署鬼北交番を経由する

ことができる。

（公安委員会にする申請等）

第１条 道 路 交 通 法（昭 和３５年 法 律 第１０５号。以 下「法」と い

う。）、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。以下「令」

という。）、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以

下「施行規則」という。）及びこの規則の規定により愛媛県公安

委員会（以下「公安委員会」という。）に申請、届出その他の手

続をしようとする者は、次に掲げるもの及び別に定めがあるもの

を除き、その者の住所地を管轄する警察署（法第９４条第２項に規

定する免許証の再交付の申請については、その者の住所地を管轄

する警察署（松山東警察署、松山西警察署、松山南警察署及び伊

予警察署（以下「松山東警察署等」という。）を除く。）、新居

浜警察署、今治警察署、八幡浜警察署又は宇和島警察署）を経由

することができる。ただし、法第８９条第１項に規定する免許の申

請（法第９７条の２第１項又は第３項の規定により法第９７条第１項

第２号及び第３号に規定する運転免許試験が免除されるものに限

る。）、法第９４条第２項に規定する免許証の再交付の申請、法第

１０１条第１項に規定する免許証の更新申請書の提出、法第１０１条の

２第１項に規定する更新期間前における免許証の更新の申請、法

第１０４条の４第１項に規定する免許の取消しの申請、同条第５項

に規定する運転経歴証明書の交付申請及び施行規則第１８条の５に

規定する限定解除審査の申請

にあっては、喜多郡内子町に住所地を有す

る者は大洲警察署内子交番を、西予市野村町又は同市城川町に住

所地を有する者は西予警察署野村交番を、北宇和郡松野町又は同

郡鬼北町に住所地を有する者は宇和島警察署鬼北交番を経由する

ことができる。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町寺村１８５３番１地先から

同町寺村１４９６番地先まで

旧 ５．０～３０．５ ０．９８８

新 ０．０ ０．０００

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号

２２２



�～� 省略

２～４ 省略

（申請用写真の添付の省略）

第２４条の３ 法第１０１条第１項の免許証の更新の申請、法第１０１条の

２第１項の更新期間前における免許証の更新の申請又は法第１０４

条の４第１項の免許の取消しの申請については、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、当該申請の書類に施行規則第１７条第

２項第８号の申請用写真（以下「申請用写真」という。）の添付

を要しない。

�・� 省略

（運転経歴証明書の交付申請）

第２４条の６ 法第１０４条の４第５項の規定による運転経歴証明書

の交付の申請は、運転経歴証明書交付

（再交付）申請・記載事項変更届出書（別記様式第２２号の４）及

び申請用写真１枚を公安委員会に提出して行うものとする。

２ 前項の申請の受付時間は、愛媛県の休日を除き、次の表の左欄

に掲げる申請先の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間

とする。

�～� 省略

２～４ 省略

（免許用写真の添付の省略）

第２４条の３ 法第１０１条第１項の免許証の更新の申請、法第１０１条の

２第１項の更新期間前における免許証の更新の申請又は法第１０４

条の４第１項の免許の取消しの申請については、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、当該申請の書類に施行規則第１７条第

２項第８号の免許用写真（以下「免許用写真」という。）の添付

を要しない。

�・� 省略

（運転経歴証明書の交付申請）

第２４条の６ 法第１０４条の４第５項の規定による運転経歴証明書

（別記様式第２２号の４）の交付の申請は、運転経歴証明書交付申

請書（別記様式第２２号の５）及び免許用写真１枚

を公安委員会に提出して行うものとする。

２ 前項の申請の受付時間は、愛媛県の休日を除き、次の表の左欄

に掲げる申請先の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間

とする。

申請先 受付時間 申請先 受付時間

省略 省略

警察署及び内子交番等
１ ８時３０分から１６時３０分までの間

警察署及び内子交番等
１ ８時３０分から１２時００分までの間

２ １３時００分から１７時００分までの間

（運転経歴証明書の記載事項の変更届出）

第２４条の７ 施行規則第３０条の１２第１項の規定による運転経歴証明

書の記載事項の変更の届出は、運転経歴証明書交付（再交付）申

請・記載事項変更届出書を公安委員会に提出して行うものとす

る。

２ 前項の届出の受付時間は、愛媛県の休日を除き、次の表の左欄

に掲げる届出先の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間

とする。

届出先 受付時間

警察本部運転免許課
１ ９時３０分から１１時００分までの間

２ １４時００分から１６時００分までの間

警察署及び内子交番等 １ ８時３０分から１６時３０分までの間

（運転経歴証明書の再交付申請）

第２４条の８ 第２４条の６の規定は、施行規則第３０条の１３第１項の規

定による運転経歴証明書の再交付の申請について準用する。この

場合において、第２４条の６第１項中「法第１０４条の４第５項」と

あるのは「施行規則第３０条の１３第１項」と、「交付の」とあるの

は「再交付の」と読み替えるものとする。

（安全運転管理者等講習）

第２４条の９ 法第１０８条の２第１項第１号の講習（以下「安全運転

管理者等講習」という。）を受けようとする者は、安全運転管理

者等講習申出書（別記様式第２２号の５）を当該安全運転管理者等

講習の場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出しなけ

ればならない。

２ 省略

（指定自動車教習所職員講習）

第２４条の１０ 法第１０８条の２第１項第９号の講習（以下「指定自動

車教習所職員講習」という。）を受けようとする者は、指定自動

車教習所職員講習申出書（別記様式第２２号の６）を公安委員会に

（安全運転管理者等講習）

第２４条の７ 法第１０８条の２第１項第１号の講習（以下「安全運転

管理者等講習」という。）を受けようとする者は、安全運転管理

者等講習申出書（別記様式第２２号の６）を当該安全運転管理者等

講習の場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出しなけ

ればならない。

２ 省略

（指定自動車教習所職員講習）

第２４条の８ 法第１０８条の２第１項第９号の講習（以下「指定自動

車教習所職員講習」という。）を受けようとする者は、指定自動

車教習所職員講習申出書（別記様式第２２号の７）を公安委員会に
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提出しなければならない。

２ 省略

提出しなければならない。

２ 省略

別記様式第２２号の４を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号
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別記様式第２２号の４（第２４条の６、第２４条の７、第２４条の８関係）

運転経歴証明書交付（再交付）申請・記載事項変更届出書

愛媛県公安委員会 殿

申請（届出）日 年 月 日

ふりがな 電話番号 写 真

氏 名 （ ） －

生年月日 年 月 日

免許証番号

※ 変更がある場
合は、変更後の
ものを記載して
ください。

ふりがな

氏 名
氏 名

住 所 生年月日 年 月 日
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公安委員会訓令

別記様式第２２号の５を削る。

別記様式第２２号の６中「第２４条の７」を「第２４条の９」に改め、同様式を別記様式第２２号の５とする。

別記様式第２２号の７中「第２４条の８」を「第２４条の１０」に改め、同様式を別記様式第２２号の６とする。

（取消処分者講習の実施に関する規則の一部改正）

第２条 取消処分者講習の実施に関する規則（平成１５年愛媛県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（受講申出）

第６条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「施

行規則」という。）第３８条第２項第１号に規定する取消処分者講

習の申出は、取消処分者講習申出書（様式第３号）及び施行規則

第１７条第２項第８号の申請用写真２枚を、公安委員会（指定講習

機関が行う取消処分者講習を受けようとする者にあっては、当該

指定講習機関）に提出して行うものとする。

（受講申出）

第６条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「施

行規則」という。）第３８条第２項第１号に規定する取消処分者講

習の申出は、取消処分者講習申出書（様式第３号）及び施行規則

第１７条第２項第８号の免許用写真２枚を、公安委員会（指定講習

機関が行う取消処分者講習を受けようとする者にあっては、当該

指定講習機関）に提出して行うものとする。

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第１号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年３月２３日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第５条 省略

第６条 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許課長

（交番及び駐在所の勤務員の専決）

第５条 警察署長が指定する交番又は駐在所の勤務員は、別表４に

掲げる事項を専決することができる。

第６条 省略

第７条 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

道路交通法施行

規則

１～１０ 省略

１１ 第３０条の１２第１項の規定による運転経歴

証明書の記載事項の変更届出の受理

１２ 第３０条の１３第１項の規定による運転経歴

証明書の再交付申請の受理及び再交付

１３ 第３０条の１４の規定による運転経歴証明書

の返納の受理

１４ 省略

１５ 省略

道路交通法施行

規則

１～１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２４年３月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９１，０５０

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，８２１

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６５，１７５

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

省略 省略

� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

道路交通法施行

規則

１・２ 省略

３ 第３０条の１２第１項の規定による運転経歴

証明書の記載事項の変更届出の受理

４ 第３０条の１３第１項の規定による運転経歴

証明書の再交付申請の受理及び再交付

５ 第３０条の１４の規定による運転経歴証明書

の返納の受理

６ 省略

７ 省略

８ 省略

道路交通法施行

規則

１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

省略 省略

別表４（第５条関係）

交番勤務員等の専決事項

法令 専決事項

道路交通法 １ 第９４条第１項の規定による運転免許証の

記載事項変更届の受理及び運転免許証への

変更事項の記載

附 則

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，９９０ １４，６６４

南 宇 和 郡 ２１，０９５ ７，０３２

松山市・上浮穴郡 ４２８，６２５ １３８，１０５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４７，３０４ ４９，１０２

宇和島市・北宇和郡 ８４，６９７ ２８，２３３

八幡浜市・西宇和郡 ４２，３４３ １４，１１５

新 居 浜 市 １０２，１４０ ３４，０４７
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１３号
愛媛県選挙事務執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２４年３月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

愛媛県選挙事務執行規程の一部を改正する規程

愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（報告等の経由）

第２条 省略

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２４項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）を含む。）の院長（介護老人保健施設にあっては、その施

設の管理者をいう。以下同じ。）、老人ホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに

同法第２９条に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。）の長

（有料老人ホームにあっては、その施設の管理者をいう。以下同

じ。）、原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規定により同

法第１条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下同

じ。）の長、身体障害者支援施設（障害者自立支援法（平成１７年

法律第１２３号）第５条第１２項に規定する障害者支援施設及び同条

第２７項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者を入所させる

施設をいう。以下同じ。）の長及び保護施設（生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施

設をいう。以下同じ。）の長（以下「院長等」という。）から県

委員会に対する申請、届出及び申出並びに開票管理者から選挙長

又は選挙分会長に対する報告及び届出についても、また、前項と

同様とする。

省略

第２５号様式の２

注５ 「施設の種類」の欄は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５第１項に規定する病院、介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第８条第２４項に規定する介護老人保健施設、老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施

設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並

びに同法第２９条に規定する有料老人ホーム、原子爆弾被爆者養護

ホーム（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法

律第１１７号）第３９条の規定により同法第１条に規定する被爆者を

入所させる施設をいう。）、身体障害者支援施設（障害者自立支

援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定する障害者支

援施設及び同条第２７項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害

者を入所させる施設をいう。）又は保護施設（生活保護法（昭和

（報告等の経由）

第２条 省略

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２２項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）を含む。）の院長（介護老人保健施設にあっては、その施

設の管理者をいう。以下同じ。）、老人ホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに

同法第２９条に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。）の長

（有料老人ホームにあっては、その施設の管理者をいう。以下同

じ。）、原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規定により同

法第１条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下同

じ。）の長、身体障害者支援施設（障害者自立支援法（平成１７年

法律第１２３号）第５条第１３項に規定する障害者支援施設及び同条

第２３項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者を入所させる

施設をいう。以下同じ。）の長及び保護施設（生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施

設をいう。以下同じ。）の長（以下「院長等」という。）から県

委員会に対する申請、届出及び申出並びに開票管理者から選挙長

又は選挙分会長に対する報告及び届出についても、また、前項と

同様とする。

省略

第２５号様式の２

注５ 「施設の種類」の欄は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５第１項に規定する病院、介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第８条第２２項に規定する介護老人保健施設、老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施

設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並

びに同法第２９条に規定する有料老人ホーム、原子爆弾被爆者養護

ホーム（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法

律第１１７号）第３９条の規定により同法第１条に規定する被爆者を

入所させる施設をいう。）、身体障害者支援施設（障害者自立支

援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定する障害者支

援施設及び同条第２２項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害

者を入所させる施設をいう。）又は保護施設（生活保護法（昭和

西 条 市 ９３，４４０ ３１，１４７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５４，９５１ １８，３１７

伊 予 市 ３２，２８２ １０，７６１

四 国 中 央 市 ７５，８８０ ２５，２９４

西 予 市 ３６，０８２ １２，０２８

東 温 市 ２８，２２１ ９，４０７

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号

２２８
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２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施

設をいう。）の別を記入すること。

２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施

設をいう。）の別を記入すること。

附 則

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１４号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２４年３月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 老人ホーム

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日 名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

上島町特別養護老

人ホーム海光園

特別養護老

人ホーム

越智郡上島町

生名１２６８－１

平成２４年３

月２３日

上島町特別養護老

人ホーム海光園

特別養護老

人ホーム

越智郡上島町

生名３６３７

平成５０年１２

月２４日

省略 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

平成２４年３月２３日 発行

愛 媛 県 報平成２４年３月２３日 第２３５３号
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